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昭
和
六
十
年
五
月
二
十
四
日
提
出 

質

問

第

三

五

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
・
処
分
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
六
十
年
五
月
二
十
四
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

坂 
田 

道 

太 

殿 

 

提 

出 

者 
 

小 

澤 

克 

介 

 

一 

 



 

昭
和
六
十
年
三
月
二
十
六
日
行
わ
れ
た
衆
議
院
科
学
技
術
委
員
会
に
お
け
る
当
委
員
の
質
問
に
対
す
る
政
府
委

員
の
答
弁
（
会
議
録
第
四
号
掲
載
）
に
お
い
て
、
日
本
原
燃
産
業
㈱
が
設
置
を
予
定
し
て
い
る
低
レ
ベ
ル
放
射
性

廃
棄
物
の
集
中
貯
蔵
施
設
に
関
す
る
原
子
炉
等
規
制
法
上
の
適
用
条
項
及
び
安
全
規
制
業
務
の
所
管
庁
に
つ
き
、
科

学
技
術
庁
と
通
産
省
と
の
間
に
見
解
の
不
一
致
が
存
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
安
全
規
制
体
制
の
不
明
確
さ

が
示
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
放
射
性
廃
棄
物
に
対
す
る
安
全
規
制
に
関
し
て
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
の
改
正
の
動
き

も
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
は
た
し
て
現
行
法
に
よ
つ
て
十
分
に
対
処
し
得
る
か
否
か
、
重
大
な
問
題

を
含
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

ま
た
、
日
本
原
燃
サ
ー
ビ
ス
㈱
が
同
じ
く
設
置
を
予
定
し
て
い
る
再
処
理
工
場
に
は
、
各
原
子
炉
よ
り
出
る
使

用
済
燃
料
を
受
入
れ
保
管
す
る
施
設
及
び
再
処
理
に
よ
つ
て
出
る
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
保
管
廃
棄
施
設
が 

放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
・
処
分
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
等
は
、
極
め
て
長
期
間
環
境
か
ら
の
隔
離
を
必
要
と

す
る
高
い
危
険
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
保
管
管
理
に
つ
い
て
の
安
全
規
制
の
体
制
、
責
任
の
所
在
等

を
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

更
に
、
再
処
理
に
よ
つ
て
抽
出
さ
れ
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
に
関
し
て
も
、
安
全
性
の
確
保
及
び
核
拡
散
防
止
上
の

観
点
か
ら
、
厳
重
な
規
制
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
こ
れ
に
対
す
る
安
全
規
制
等
の
体
制
、
責
任
の
所
在

等
を
明
確
に
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。 

設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
お
り
、
し
か
も
右
保
管
廃
棄
施
設
に
は
、
当
該
再
処
理
工
場
よ
り
生
ず
る
高
レ
ベ
ル

放
射
性
廃
棄
物
の
み
な
ら
ず
英
・
仏
よ
り
返
還
さ
れ
る
予
定
の
そ
れ
を
も
受
入
れ
保
管
す
る
予
定
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。 

従
つ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
点
に
関
し
、
さ
き
の
質
問
に
よ
つ
て
も
明
確
に
さ
れ
な
か
つ
た
点
を
含
め
て
次
の
事
項

に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

四 

 



 

一 
放
射
性
廃
棄
物
の
保
管
廃
棄
施
設
に
つ
い
て 

3 

前
出
の
低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
集
中
貯
蔵
施
設
に
つ
い
て 

2 

前
記
の
委
員
会
に
お
け
る
政
府
委
員
の
答
弁
（
前
記
会
議
録
七
頁
下
段
、
同
八
頁
二
段
）
に
よ
る
と
、
事
業 

1 
日
本
原
燃
産
業
㈱
が
設
置
を
予
定
し
て
い
る
低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
集
中
貯
蔵
施
設
に
つ
い
て
は
、

原
子
炉
等
規
制
法
に
い
う
事
業
所
外
廃
棄
と
し
て
、
同
法
第
五
十
八
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
理
解

し
て
よ
い
か
。 

(二 ) 

施
設
設
置
に
先
立
つ
て
、
施
設
自
体
の
安
全
性
に
関
し
て
原
子
炉
等
規
制
法
上
の
許
認
可
等
が
行
わ
れ 

(一 ) 

施
設
を
設
置
す
る
事
業
主
体
は
ど
こ
か
。
ま
た
、
こ
れ
を
管
理
運
営
す
る
事
業
主
体
は
ど
こ
か
。 

所
外
廃
棄
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
総
理
府
令
第
五
六
号
）
に
所
要
の
改
正
を
加
え
る
必
要
が

あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
改
正
対
象
条
項
、
改
正
内
容
（
改
正
案
が
確
定
し
て
い
な
け
れ
ば
検
討
中
の
改

正
案
の
内
容
）
及
び
改
正
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

(四 ) 

施
設
設
置
に
際
し
て
、
原
子
炉
等
規
制
法
以
外
の
法
令
に
よ
る
許
認
可
等
が
行
わ
れ
る
か
。
行
わ
れ
る

と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
法
令
、
許
認
可
等
の
要
件
、
申
請
者
、
許
認
可
権
者
、
許
認
可
等
の
行
わ
れ
る
段

階
、
許
認
可
等
に
至
る
手
続
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
か
。 

(三 ) 

施
設
設
置
に
先
立
つ
て
、
住
民
公
開
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
は
実
施
す
る
の
か
。
行
う
と
す
れ
ば
、
実
施
主
体

及
び
事
実
上
説
明
を
担
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か
。 

(4) 

許
認
可
等
の
予
定
さ
れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
。 

(3) 

許
認
可
等
に
至
る
ま
で
の
行
政
手
続
、
特
に
原
子
力
安
全
委
員
会
へ
の
諮
問
は
行
う
の
か
。 

(2) 

許
認
可
等
の
申
請
者
と
許
認
可
権
者
。 

(1) 

右
許
認
可
等
の
根
拠
条
文
及
び
許
認
可
等
の
要
件
。 

る
か
。 

も
し
、
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
事
項
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 
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二 
使
用
済
燃
料
及
び
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
に
つ
い
て 

2 

右
工
場
に
お
い
て
英
・
仏
よ
り
返
還
さ
れ
る
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
施
設
に
受
け
入
れ
る

こ
と
に
関
し
、 

1 
日
本
原
燃
サ
ー
ビ
ス
（
株
）
が
設
置
を
予
定
し
て
い
る
再
処
理
工
場
に
お
い
て
、
各
原
子
炉
よ
り
出
る
使
用
済

燃
料
を
保
管
施
設
に
受
入
れ
保
管
す
る
こ
と
に
関
し
、
原
子
炉
施
設
の
敷
地
か
ら
右
保
管
施
設
ま
で
運
搬
す

る
間
及
び
右
保
管
施
設
で
保
管
す
る
間
の
各
段
階
に
つ
き
、
こ
れ
ら
使
用
済
燃
料
の
所
有
権
の
帰
属
、
管
理

責
任
の
所
在
及
び
原
子
力
損
害
賠
償
法
上
の
責
任
主
体
は
ど
う
な
る
か
。 

(一 ) 

英
・
仏
の
再
処
理
工
場
内
に
あ
る
間
、
英
・
仏
の
領
土
・
領
海
・
領
空
内
を
運
搬
す
る
間
、
公
海
上
を

運
搬
す
る
間
、
我
が
国
の
領
土
・
領
海
・
領
空
内
を
運
搬
す
る
間
及
び
保
管
廃
棄
施
設
内
に
あ
る
間
の
各

段
階
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
所
有
権
の
帰
属
、
管
理
責
任
の
所
在
及
び
原
子
力

損
害
賠
償
法
上
の
責
任
主
体
は
ど
う
な
る
か
。 

七 

 



 

3 

英
・
仏
か
ら
返
還
さ
れ
る
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
に
関
し
、 

(二 ) 

合
意
が
成
立
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
次
の
事
項
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(一 ) 

返
還
廃
棄
物
の
仕
様
に
つ
い
て
、
英
・
仏
と
日
本
の
受
入
れ
側
の
間
に
合
意
が
成
立
し
て
い
る
か
。 

(二 ) 

ま
た
、
右
の
ど
の
段
階
か
ら
我
が
国
の
安
全
規
制
法
令
の
ど
の
条
項
が
適
用
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
場 

(1) 

英
・
仏
か
ら
既
に
提
示
さ
れ
て
い
る
仕
様
の
案
が
あ
れ
ば
そ
の
内
容 

(3) 

合
意
さ
れ
た
仕
様
の
内
容 

(2) 

合
意
の
当
事
者 

(1) 

合
意
の
な
さ
れ
た
年
月
日 

合
、
日
本
籍
の
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
に
よ
り
運
搬
す
る
場
合
と
そ
の
他
の
場
合
と
で
差
異
を
生
ず
る

か
。 成

立
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
次
の
事
項
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

八 

 



 

三 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
に
つ
い
て 

2 

英
・
仏
の
再
処
理
工
場
で
抽
出
さ
れ
た
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
に
関
し
て
は
、 

1 

国
内
の
再
処
理
工
場
で
抽
出
さ
れ
た
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
に
関
し
、
再
処
理
工
場
に
お
い
て
保
管
さ
れ
る
間
、

再
処
理
工
場
か
ら
右
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
加
工
す
る
事
業
施
設
ま
で
運
搬
す
る
間
、
加
工
施
設
に
あ
る
間
、
加
工

施
設
よ
り
原
子
炉
施
設
等
ま
で
運
搬
す
る
間
及
び
原
子
炉
施
設
等
に
あ
る
間
の
各
段
階
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
所
有
権
の
帰
属
、
管
理
主
体
の
所
在
及
び
原
子
力
損
害
賠
償
法
上
の
責
任
主
体
は
ど
う
な

る
か
。 

(一 ) 

右

1
に
記
載
し
た
事
項
に
加
え
て
、
英
・
仏
の
領
土
・
領
海
・
領
空
内
を
運
搬
す
る
間
及
び
公
海
上
を

運
搬
す
る
間
に
つ
い
て
も
併
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(2) 

受
入
れ
当
事
者
及
び
安
全
規
制
所
管
庁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
今
後
ど
の
よ
う
に
し
て
仕
様
の
安
全
を
確
認

す
る
の
か
、
そ
の
見
通
し
と
手
続 
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一
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(二 ) 

ま
た
、
右
の
場
合
、
右
の
ど
の
段
階
か
ら
我
が
国
の
各
種
規
制
法
令
の
ど
の
条
項
が
適
用
さ
れ
る
の

か
。
こ
の
場
合
、
日
本
籍
の
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
に
よ
り
運
搬
す
る
場
合
と
他
の
場
合
と
で
差
異
を
生

ず
る
か
。 

3 

現
在
ま
で
に
、
国
内
の
法
人
又
は
個
人
を
一
方
若
し
く
は
双
方
当
事
者
と
し
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
譲
り

渡
し
又
は
譲
り
受
け
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
年
月
日
、
当
事
者
、
数
量
、
対

価
並
び
に
対
価
算
定
の
方
式
・
根
拠
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


